
法律第二十五号（令六・五・一七） 

◎特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 

の一部を改正する法律 （抄） 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

 

（性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出

演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関

する法律の一部改正） 

第九条 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物

への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特

則等に関する法律（令和四年法律第七十八号）の一部を次のように改正する。  

目次、第一条及び第三章の章名中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び

発信者情報の開示に関する法律」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権

利侵害等への対処に関する法律」に改める。 

第十六条中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関

する法律」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関

する法律」に、「第二条第三号」を「第二条第四号」に、「第二条第四号」を「第二条第

五号」に改める。 


